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平成２８年度  一般会計 予算内示 事業別概要書（当初）
3. 民生費 14.シルバー人材センター補助事業

2. 老人福祉費

1. 老人福祉総務費 高齢者福祉課

（佐倉市）　　

第１章
思いやりと希望にみちたまちづくり -

平成28年度 -

経常 単独 計画 0 0 10,200 基本施策４
高齢者支援の充実 平成29年度 -

平成30年度 -

施策１
高齢者が楽しく生きがいのある暮らしづくりを推進 平成31年度 -

します 平成32年度 -

0

10,000 10,000

シルバー人材センターに対する補助金交付など 定年退職後等の高齢者に対して、地域に密着した仕事を 佐倉市シルバー人材センターの経営基盤の強化を図るこ

提供し、もって高齢者の生きがいの充実や高齢者の社会参加の促進を図 とで、就業機会の確保と会員数の増加に結び付けます。

るとともに、年金の支給開始年齢引き上げ等の社会制度改革に円滑に対

応することができます。

シルバー人材センターへの補助金は、地方公共団 全国シルバー人材センター事業協会負担金、千葉

体が応分の補助を行うことを前提に、シルバー連合本部及びシルバー連 県シルバー人材センター連合会負担金を負担金見直しの結果廃止した。

合の活動拠点ごとに、国庫補助の２分の１の額かつ国の予算の範囲内に

おいて交付することが基本であり、市の補助金額が国の基準以下の場合

、市の補助金額が上限となってしまう。

19 10,000 10,200 △200

差引一般財源 0 10,000 0 10,000


